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欧州連合商標制度の概要： 制度の特徴

◆欧州連合商標登録（EUTM）は、ＥＵ加盟国全域に効果が及ぶ。

◆欧州商標出願の登録要件の審査では、以下の特徴を有する。

⚫他社商標と類似するか否かは異議申立があった場合のみ審査される。

⚫２７か国中の一か国でも先行する国内商標登録があると、その国内登録商標
との類似を理由にＥＵＴＭとしての登録はできない。

◆ＥＵＴＭとして商標登録することができても、以下により安心できない。

⚫先行する他人の商標登録（ＥＵＴＭ或いは各国の国内登録）があると、その他
人の商標が優先する。

⇒ 当該他人の国内商標の権利侵害となるおそれあり。

⚫自社登録後にも他人の同一・類似商標がＥＵＴＭとして登録される場合がある。

➢ 権利侵害の回避のために、欧州での事前の商標調査では、ＥＵＴＭの他
に加盟国各国の国内出願・登録商標も調査するのが望ましい。

➢ 他人の同一・類似の商標登録を阻止するためには、「商標ウォッチ」して早
期に他人の登録を阻止するのが望ましい。

•商品の普通名称、内容・特徴・品質・産地等を記述する商標は、「自他商品
の識別力を欠くもの」として商標登録することができない（日本も同様）が、
この登録要件は必ず審査される。

•欧州商標を加盟国すべての又はいくつかの加盟国の国内商標に移行する
ことができる（欧州出願の出願日は維持される）。
⇒ ある国の国内商標を理由にＥＵＴＭとしての登録を拒絶された場合、

問題のない他の国の国内商標に移行することができる。

ＥＵＴＭは、欧州連合知的財産庁（EUIPO）に商標登録することで、

ＥＵ加盟国（2021/1現在、２７カ国）の全加盟国に及ぶ。

＊各加盟国でも、国内固有の商標登録制度を有しているが、その国内登録
は当該国しか及ばない。 ＥＵＴＭとして登録すれば、各国で何らの手続を
とることなく、自動的に各国に及ぶ（国内登録と同一の効果あり）。
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イギリスは2021年1月にEU離脱。
離脱前のＥU商標登録は

イギリスの国内商標として維持される。



欧州連合商標制度の概要： 出願から登録までの流れ

欧州連合商標出願

審 査
（絶対的拒絶理由のみ審査）

出願公告（公報掲載）

商標登録

登録認可

商標登録の更新
（出願日より10年毎）

拒絶理由通知

登録拒絶

不服審判

欧州裁判所

異議申立
（相対的拒絶理由も審査）

応答（意見書・補正書）

公告日から３か月

欧州知的財産庁（EUIPO）に出願
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他人商標との類否（相対的要件）は
ここでは審査されない



１．出願時に必要な情報・書類
①商標（見本）の提出

②商品・役務の指定

２．商標登録できない商標（主な拒絶の理由）
①絶対的拒絶理由： 商標登録の適格性を欠くもの（＝誰もが登録できない）

・商品の内容・特徴・品質等を示す商標等、自他商品識別力のないもの
・品質誤認を生ずるようなもの
・国旗、政府機関・国際機関の名称等に該当、又は公序良俗に違反

②相対的拒絶理由： 他人の商標との関係で登録できない
他人の欧州商標又は加盟国の国内商標との間で混同を生ずるようなもの（類似する）
＊加盟国のどこか一か国でも先行商標があると、欧州登録はできない。

３．商標の審査～登録

①審査の結果、絶対的拒絶理由がないと判断されれば、公報に掲載され、第三者に異議申立
の機会が与えられる。

②登録できない理由（絶対的拒絶理由）がある場合、その理由が通知され、意見書・補正書等
の提出の機会が与えられる。

＊他人の商標との類否は審査されないが、先行するＥＵＴＭは調査され、調査報告書が送付される。

③異議申立がなかった場合、又は、異議申立があっても審査の結果、登録可と判断された場
合、商標登録に進む。

＊異議申立では、審査官による審査が始まる前に当事者間の交渉期間（クーリングオフ）が設けられ
る（最大24か月）。

④ＥＵＴＭの登録が拒絶された場合、加盟国各国における国内商標の出願に移行できる。この
場合、欧州出願の日は各国での出願日として維持される。

⑤ＥＵＴＭの権利者がある国でＥＵＴＭと同じ内容の国内登録を有する場合、その国内登録によ
る利益（シニオリティ）を主張することで、以後ＥＵＴＭのみでその国内登録を維持することが
できる。

４．商標登録の維持
①登録期間は、出願日より１０年間（10年毎更新可）。

②５年間の継続不使用は登録取消の原因となる。

日本では、公報掲載・異議申立は登録後。

概して、日本と同様
但し、②は異議申立がない

限り審査されない。

加盟国１か国でも使用されていれば、不使用とはならない。

欧州商標制度概要： 出願～登録手続

©JPDS


